
【別添資料７】事業の実施体制

【全事業期間の責任者】

統括管理業務責任者（代表企業から選出）

　・本事業の業務全てを統括管理、協議、調整
　・統括管理業務の実施、市への報告

統括管理業務副責任者
　・統括管理業務責任者の補助

【施設整備期間の業務責任者】

　

　　
     ・各業務の実施

設計業務責任者

建設工事責任者

工事監理業務責任者

開業準備業務責任者

兼務不可

【運営期間の業務責任者】

　

　　・各業務の実施

維持管理業務責任者

運営業務責任者

協議・調整

能 美 市
協議

報告

・ 事業者は、法令または業務の実施において必要な
  責任者を、自らの責任において適時任命し、業務に
  就かせる。

・ 事業者は、責任者を任命した際は、すみやかに市に
　報告を行う。

・ これらの責任者は、建設工事責任者と工事監理
　業務責任者のように、兼務が市の利益を損なう　
　可能性がある場合を除き、兼務とすることができる。

・ 運営業務責任者は、運営段階における施設が最適　
　なものとなるよう、施設整備期間の業務責任者への
　協力および調整を随時行うこと。


